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2 （中 略） 

(1)  （略） 

(2)  （略） 

(3)  （1段目略） 

この場合における発 症前の長期間とは、発症前

 おおむね④ＡＡＡＡＡ間をいう。また、（中略）

次のように評価される。 

(a) （略） 

(b)発症前⑥ＡＡＡＡＡ間におおむね⑩ＡＡＡＡＡ

又は発症前２か月間ないし④ＡＡＡＡＡ間にわ

たって、１か月あたりおおむね⑪ＡＡＡＡＡを

超える時間外労働が認められる場合は、業務と

発症との関連性が⑫ＡＡＡＡＡと評価できる。 

⑥ １か月

⑪

解答 ④ ６か月  

(解答 ⑩ 100時間  80時間 ⑫ 強い)
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2 （1段目略）。 

「発症前の長期間とは、発症前おおむね  Ｃ  を

いう」とされている。疲労の蓄積をもたらす要因は

種々あるが、最も重要な要因と考えられる労働時間

に着目すると、「発症前  Ｄ  におおむね 100 時

間又は発症前  Ｅ  にわたって、1 か月あたりお

おむね 80 時間を超える時間外労働が認められる場

合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるこ

と」を踏まえて判断される。（以下略） 

解答 Ｃ → ⑩6か月間

解答 Ｄ 

(解答 Ｅ 

 → ⑯1か月間

→ ⑲2か月間ないし6か月間)


